
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前
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報
告
す
べ
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症
状
）

（
報
告
す
べ
き
症
状
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第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象

疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

第
五
条

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象

疾
病
の
区
分
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
症
状
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
接
種
か
ら
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
期
間
内
に
確
認
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
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病
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略
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結
核

（
略
）

（
略
）

結
核
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略
）

（
略
）

化
膿
性
リ
ン
パ
節
炎

四
月

化
膿
性
リ
ン
パ
節
炎

四
月

髄
膜
炎
（
Ｂ
Ｃ
Ｇ
に
よ
る
も
の
に
限
る
。）

予
防
接
種
と
の
関
連
性

が
高
い
と
医
師
が
認
め

る
期
間

（
新
設
）

（
新
設
）
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略
）
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略
）
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略
）
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略
）
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略
）

（
略
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略
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略
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
二
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信




